
ご注意いただきたい事
次に該当する方は本事業の対象外となります。

▶福祉体験学習事業の受入施設・事業所を運営する法人や企業において、体験前に採用が内定した方
▶他の類似の事業や制度を利用している方
▶過去５年の間に「福祉体験学習事業」に参加したことがある場合で、その時と同じ施設・事業所に参加を希望する方

職場体験先の探し方
体験先は、「受入施設・事業所一覧」として兵庫県福祉人材センターのＨＰに掲載しています。
※ホームページを閲覧できない場合は福祉人材センターにご連絡ください。
ＨＰの掲載データでは、下記の県民局・県民センター単位や住所等で絞込みができ、便利です。

福祉の仕事には、複数の分野があります。「福祉のお仕事が初めて」という方は、よく分からないかもしれま
せん。そういう時は、「どんな福祉の仕事に就きたいか？」を考えてみましょう。漠然とした気持ちでもかまい
ません。

エリアで絞り込む

分野で絞り込む

神　戸　神戸市内９区
阪神南
阪神北　伊丹市／宝塚市／川西市／
　　　　三田市／猪名川町
東播磨　明石市／加古川市／高砂市／
　　　　稲美町／播磨町
北播磨　西脇市／三木市／小野市／
　　　　加西市／加東市／多可町

中播磨　姫路市／神河町／市川町／福崎町
西播磨　相生市／たつの市／赤穂市／
　　　　宍粟市／太子町／上郡町／佐用町
但　馬　豊岡市／養父市／朝来市／
　　　　香美町／新温泉町
丹　波　丹波篠山市／丹波市
淡　路　洲本市／南あわじ市／淡路市

No.

×××

高齢者分野　 特別養護老人ホーム・デイサービスセンター・介護老人保健施設・グループホーム・
　 訪問介護・居宅介護・その他
障害者分野　 就労支援・生活介護・グループホーム・居宅介護・障害者支援施設・その他
児 童 分 野　 保育所・児童養護施設・放課後等デイサービス・障害児入所施設・その他
その他分野　 社会福祉協議会・生活保護施設・その他

当センターでは、職場体験に関する相談のほか、体験先を探すお手伝いもいたします。
お気軽にご相談ください。

※分野ごとの一覧表も掲載していますので、絞って確認することができます。分野・エリアでの絞込みを組み
合わせることで、より検索しやすくなります。

「地区」や「住所」の右横にある▼印をクリックし、
希望のエリアに　マークを入れるとソートできます。
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お問合せ

福祉体験学習事業のご案内

実際に福祉の職場を体験して、
雰囲気を感じてみませんか？

無 料

職場体験
福祉の

https://hyogo-fukushijob.com/

※兵庫県福祉人材センターのホームページより「受入施設・事業所一覧」
　をダウンロードできます。 https://hyogo-fukushijob.com/

令和８
年度

※対象にならない場合もありますので、詳しくはパンフレット裏面をご覧ください。

令和８年度  福祉体験学習申込書

〒651 0062　神戸市中央区坂口通2 1 1　兵庫県福祉センター内
TEL：078 271 3881　平日（月～金曜日）8：45～17：30
FAX：078-271-3882　E-mail：taiken@hyogo-wel.or.jp

社会福祉法人　兵庫県社会福祉協議会
兵庫県福祉人材センター

無料
１つの受入施設・事業所につき、
１日４時間以上８時間以下の体験で
計５日以内

福祉の仕事に興味・関心のある方や、就職希望の方（高校生以上）

高校生・学生の方、子
育て世代・中高年の

方、転職をお考えの方
、未経験・無資格で

も大丈夫。福祉人材セ
ンターがサポート

いたします。

施設・事業所での仕
事の流れを見学・

体験できます。

体験先の施設に就職
された方もいます。

※ただし、体験先までの交通費等は、自己負担となります。

兵太くん福美ちゃん

ふくさん

作 尼子騒兵衛

実施期間

費 　 用

日 　 程

対 象 者

４月１日～３月15日まで※期間中は何度でも体験可能

令和８年 令和９年



体験までの流れ

体験にあたっての留意事項

1

登 録
2

選 ぶ
3

予 約

「登録証」を郵送します。
手元に届いたら、兵庫県福
祉人材センターのホーム
ページに掲載の「受入施設・
事業所一覧」をもとに、体験
先の施設・事業所を選びます。

※施設・事業所の選び方は、裏
面を参照してください。

施設・事業所の担当者へご
自身で連絡し、体験日時を
決めます。
手元に「登録証」「福祉体験
学習申込書」を準備し、電
話しましょう。

4

メール・FAX

「福祉体験学習申込書」に予約した体験希望
日を記入し、施設・事業所の担当者へすみや
かにメールまたはＦＡＸします。送信できない
場合は、郵送するか、持参するようにしてく
ださい。
複数の施設・事業所に体験をご希望の方は、
申込書のコピーをとっておくと便利です。

5

体 験

インフルエンザや新型コロ
ナウイルス感染症等の予防
の観点からご希望の日時で
の体験が難しい場合があり
ますので、ご了承ください。

福祉施設においては、利用者が主役です。生活の中で利用者が何を必要としているのか、その立場に立って考
える事が大切です。福祉施設は、利用者の暮らしのためにあることを忘れずに、それぞれの生活ペース、リズム
や気持ちを尊重してください。
なお、福祉施設では、利用者の自立を促進するために一人ひとりの支援計画を作成し、その計画に基づいて
サービスを提供しています。利用者の生活や職員の業務を妨げない範囲で体験することに留意しましょう。

利用者が主役です！

福祉施設（特に入所型の施設）は、利用者が暮らす生活の場であり、非常にプライベートな空間です。
したがって、無断で居室に入る、利用者の身の回りの物を勝手に触るなどの行為は厳禁です。
体験中は、利用者やその家族のことなど、様々な個人情報を知りえる立場になります。職場体験中であっても
守秘義務は課せられます。体験終了後も、体験中に知りえた情報を口外しないように注意してください。

プライバシーを守りましょう！

職員との関係では、「ホウ・レン・ソウ（報告・連絡・相談）」を励行しましょう。任された業務が終了したら、必ず職
員に「報告」しましょう。利用者から何か想定外の頼みごとをされた場合は、職員に「連絡」してください。体験の
中で、感じた疑問や悩みなどは、職員に「相談」しましょう。分からないこと、不安なことは、自分で判断しない
で、まずは職員に相談し、確認してから行動してください。

ホウレンソウを意識しましょう！

病気や怪我、家庭の事情等で、体験日に遅刻・欠席せざるを得ないことがあるかもしれ
ません。そのときは、必ず事前に施設・事業所の担当者に連絡をしてください。
体験受入に際し、施設・事業所では入念に準備をされています。皆さんにより良い職場
体験をしてもらえるよう様々な工夫をされていますので、無断で欠席するようなことは、
決してしないでください。

やむを得ない時には連絡をしましょう！
通常、体験のはじめにはオリエンテーションが実施されます。そこでは、福祉施設の目的や利用者の概要、一日
の流れや体験内容、利用者との関わり方、諸注意等が説明されます。職員の話をよく聞き、必要事項はメモを
取りましょう。
※居室等でのメモは制限される場合がありますので、体験中のメモについては、職員に確認してください。

職員の指示に従いましょう！

体験申込登録用二 次 元
コードから申込みます。

※または、「福祉体験学習申込
書」に必要事項を記入し、兵
庫県福祉人材センターヘメー
ル、ＦＡＸ、郵送のいずれかに
て提出します。

約束の日時に施設・事業所を訪問します。動
きやすい服装で行きましょう。やむを得ず、
遅れたり、欠席したりする場合は、必ず施設
・事業所へ連絡を入れてください。


